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」

第 1 申立の趣旨に対する答弁

1 本件仮処分申立てをいずれも却下する。

2 申立費用は債権者らの負担とする。

との裁判を求める。

第 2 申立の理由に対する認否

1 「第 1 はじめにj

土地収用法に基づく手続きが進められているという限りにおいては認め，

その余は否認ないし争うロ

2 「第 2 当事者，石木ダム事業の概要及び経過，強行されている工事

の概要」

(1) 「1 当事者j について

ア 「（ 1 ) Jについて

不知ないし争う。

イ 「（ 2 ) Jについて

債務者らが石木ダム建設工事の起業者であることは認める。

(2) 「2 石木ダム事業の概要Jについて

債務者佐世保市が所掌寸る範圏においておおむわ認める u

ただし，「（3），イ，（ウ） ③水道用水許画Jについては，「水道需給許画j が

正しく，また，その内容は佐世保市が平成 19年度に策定したものとして

は認めるが，平成 24年度に改めたものを現行計画としている。

(3) 「3 石木ダム事業の経過」について

債務者佐世保市の事業参画は昭和 50年であるため，それ以前の経過に
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ついては不知。

昭和 50年以降の経過については，債務者佐世保市が所掌する範囲にお

いて，日時や書面のやり取りの内容についてはおおむね争わないが，経過

に対する評価等，その余は台前、ないし争フ（なお，「事業部口j」は「事業部

定」が正しく，以下同様である。）。

(4) 「4 強行されようとしている工事の内容J及び「 5 小括」について

債務者長崎県が県道等付替道路工事を進めていることは特段争うもので

はないが，債務者佐世保市は工事について債務者長崎県に委託しており，

詳細については不知。

3 「第 3 債権者らについてj

第 1段落及び第 2段落の柱害については否認ないし争う。その余につい

ては不知（ただし，本件では，後述第 3のとおり，そもそも債権者らの主

張する被保全権利ないし保全の必要性は到底認められないものであって，

債権者らの当事者適格といった点をことさらに争点にするつもりはなし、）。

4 「第 4 債権者らの被保全権利J

(1) 「1 はじめにJについて

第 l段落及び第 2段落の柱書については争う。

ア 「（ 1 ）こうぱるとはJについて

事業認定申請書（甲 A2）に記載がある範囲において認め，その余は不

知。

イ 「（ 2）その中で培われてきた人々の生活j について

居住や営農，催事の事実は認め，その余は不知。

ウ 「（ 3 ）これらの生活は，こうぽるの人々がこの地に築いてきたものであ
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るj について

居住や営農の事実は認め，生活環境の代替性がない旨の主張については

否認ないし争い，その余は不知。

エ ( 4）については争う。

(2) 「2 憲法が保障する権利」

憲法の条項の内容ないし一般的解釈について争うものではないが，それ

を超えた，債権者らの独自の解釈については争う。

(3) 「3 債権者らの具体的被保全権利j について

否認ないし争う

5 「第 5 権利侵害と保全の必要性j

(I) 「1 被保全権利の侵害j について

債務者長崎県による治水事業に関する点の詳細については認否の限りで

はない。その余は否認ないし争う。

被保全権利侵害の不存在については後に詳述する。

(2) 「2 保全の必要性（保全の緊急性） Jについて

土地収用法に基づく手続経過については概ね認め その余は否認ないし

争う。

保全の必要性の不存在については後に詳述する。

(3) 「3 小括」について

争う。

6 f第 6 石木ダム事業の問題点J

(1) 「1 はじめに」について

争うロ
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(2) 「2 利水事業としての問題点Jについて

申 B1 （佐世保市第 9期拡張事業平成 24年度再評価 水需要予測資料）

及び甲 B3 （佐世保市平成 19年度水需要予測結果）の記載の限りにおい

ては認め，その余は否認ないし争う。

債権者は，本仮処分命令申立書 35頁ないし 55頁において，利水事業

に関する主張を権々と述べるが，その利水事業は水道法に基づいた公共事

業であり，事業の実施に当たっては個別の行政法規に沿って進めているも

のである。この問題については後に一応の論述は行うものの，本仮処分命

令申立事件の主要な争点ではない。

(3) 「3 治水事業としての問題点」について

債務者長崎県による治水事業に関する点の詳細については認否の限りで

はない。その余は否認ないし争う。

(4) 「4 手続上の問題点」について

ア 「（ 1 ）はじめにj について

争う。

イ 『（ 2 ）本件覚書作成の経緯（甲 D2）円j について

前述のとおり，債務者佐世保市の事業参画は昭和 50年であるため，そ

れ以前の経過については不知。事業認定の経過については，おおむね認 め，

その評価については争う。

ウ 「（ 3 ）立憲民主主義の観点」について

憲法の条項の内容ないし一般的解釈について争うものではないが，それ

を超えた，債権者らの独自の解釈については争う。

"I 「甲 D2J 「甲 D3」は，それぞれ「甲 Dl」， f甲 D2J の誤記と思われる。
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(5) 「5 小括j について

争う。

7 『第 7 石木ダム事業は違憲違法な事業である J

(1) 「1 はじめにj について

否認ないし争う。

(2) 「2 石木ダム事業はそもそも違憲である J について

ア 「（ 1 ）はじめに」について

争う。

イ 「（ 2 ）憲法 29条 3項について」について

憲法の条項の内容ないし一般的解釈について争うものではないが，それ

を超えた，債権者らの独自の解釈については争う 。

ウ 「（ 3 ）若木ダム事業が『公共性』と『必要不可欠』

い違憲・無効な事業であること j について

否認ないし争う。

を満たしていな

(3) 「3 石木ダム事業は土地収用法に違反する違法な事業であり，取り消

されるべきであること J について

ア 「（ 1 ）利水事業に関して」について

否認ないし争う 。

イ 「（ 2 ）治水事業に関して」について

債務者長崎県による治水事業に関する点の詳細については認否の隈りで

はない。その余は否認ないし争う。

ウ 「（ 3 ）手続きに関して」について

争う。
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8 「第 8 総括J

争う。

第 3 債務者佐世保市の主張

1 はじめに

本件で，債権者らは，平成 28年 3月 11日付仮処分申立書訂正申立書

（以下，単に「訂正申立書」という。）の

① 別紙工事目録 1ないし 3の工事（県道，町道及び農業用道路付替

工事。以下，「県道等付替道路工事」という。）

及び

② 同目録 4, 5の工事（石木ダム本体工事及びその他事業認定に基

づきなされる工事一切。以下，「石木ダム建設工事」という。）

の続行禁止を求めている。

しかしながら，そもそも本申立は，行政事件訴訟法（以下，「行訴法」と

いう。） 4 4条に抵触し不適法というべきものである（後記 2）。

また，上記の点を措いても，債権者らの主張する被保全権利は，そもそ

も仮処分事件における被保全権利たり得ないものであるか，あるいは，被

保全権利性を仮に認めるとしても，本件で具体的な侵害事実はないと言わ

ざるを得ない（後記 3）。

さらに，本件では，保全の必要性も認められない（後記 4）。

よって，その余の点について言及するまでもなく，本件申立ては速やか

に却下されるべきである。

ただし，債務者佐世保市としては，念のため，石木ダム建設工事の必要

性等についても言及する（後記第 4）。
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2 本件申立が行訴法 44条に抵触すること

(1) 行訴法 44条について

行訴法 44条は，「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為につ

いては，民事保全法（平成元年法律第 91号） に規定する仮処分をする

ことができない。」旨規定する。これは，行訴法において，取消訴訟や無

効等確認、訴訟，民衆訴訟・機関訴訟で処分・裁決の取消しまたは無効確

認を求めるものについて，執行停止制度を設け（同法 25条～ 2 9条，

3包条ヨ頃， 4 当条 1唄， 2頃），義務付け訴訟および差iと訴松について

もそれぞれ仮の義務付け及び仮の差止めの制度（同法 37条の 5）を設

けられていることに鑑み，民事上の仮処分を排除するものである。

(2) 本件について

そこで，本件で債権者らが求めている県道等付替道路工事及び石木ダ

ム建設工事が，「公権力の行使に当たる行為Jに該当するか問題となる。

この点債権者らが，本件申立において，上記各工事の前提となる本件

事業認定処分の違法・違憲といった主張をしていることは明白である。

実際にも，債権者らの一部の者は，本件事業認定の取消訴訟を提起して

おり（長崎地方裁判所平成 27年（行ウ）第 4号石木ダム事業認定処分

取消請求事件），さらには，これに伴う執行停止申立まで行っているとこ

ろである（同平成 27年（行ク）第 2号）。

このように，債権者らが，先行する行政処分の違法を主張して公共工

事の差止めを求める場合には，仮処分の申請は不適法というべきであっ

て，この一事のみからしても，債権者らの申立は不適法であり速やかに

却下されるパ、きである。

同旨の判例として，公有水面埋立工事の全面的禁止を求める仮処分は

実質上県知事のした免許処分の効力を停止する作用を営むことになるか
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ら許されないとしたもの（津地判昭和 44年 9月 18日（判時 601号 81

頁）及び名古屋高判昭和 45年 1月 22日（判時 601号 85頁）），市道建

設工事禁止の仮処分は道路の区域決定ないし区域変更という行政処分の

効力を実質上停止することになるから許されないとしたもの（広島地決

昭和 53年 12月 5日（判タ 373号 115頁）），道路建設予定地の売買契約

および道路建設工事の禁止を求める仮処分申請につき 道路建設という

行政目的実現のために不可分一体と認められる一連の過程の一部である

上記売買契約および道路建設工事について仮処分を認めると先行の行政

処分たる道路区域決定（区域変更）の効力を無に帰するから，不適法で

あるとしたもの（広島高決平成 4年 9月 9日（判時 1436号 38頁）等が

ある。

3 被保全権利について

債権者らは，本件の被保全権利として，①生命・身体の安全や，②総体

としての人間の存在そのもの，③人格権，具体的には，（a）生命・身体の不

安におびえず平穏に生きる権利，（b）人間の尊厳を維持して生きる権利，（c)

良好な環境の中で生活を営む文はその環境を享受する権利あるいは，④税

金を有効かつ適切に利用される権利といったものを挙げる。

(1) 差止め請求の根拠となり得る私法上の権利とはいえない（②，③（c),

④） 

この点，②（総体としての人間の存在そのもの）について，債権者ら

の主張は結局のところ，ダム事業が進めば居住者ら（債権者目録備考欄

1の債権者ら）は土地からの移転を余儀なくされる結果，こうばる地区

で，長年にわたって営まれてきた土地の自然環境や地域のコミュニティ

の中で今後も平穏に生活をしていくという居住者らの生活と将来が破壊

され，人聞としての尊厳そのものが失われてしまうというものであり，
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また，③のうち，（c) （良好な環境の中で生活を営む又はその環境を享受

する権利。いわゆる環境権的な主張と思われる）もその骨子は同様であ

ると思われる。

しかしながら，債権者らの主張する上記各権利の内容はいずれも一般

的抽象的であり，各個人の権利の対象となる権利の範囲・共有者の範囲・

裁判の効力の及ぶ範囲がいずれも不明確で，民事上の差止請求を基礎づ

けるだけの具体的な法的権利とは到底言えない。加えて，石木ダム建設

事業は環境関連法令にも適合した事業であり，債権者らの主張するよう

な権利侵害の具体的事実は認められないところである。

さらに，④（税金を有効かっ適切に利用される権利）についても，同

様に，差止請求を基礎づけるだけの具体的権利性は認められない。そも

そも，石木ダム建設事業は，水道法，河川法に基づく公共事業であり，

用地取得は任意交渉によるもののほかは，土地収用法に基づき行ってお

り，事業に対する債務者佐世保市の支出も，議会の承認を経て行われ，

また現に行っているものである。公共事業への支出は，（債権者らが主張

するような個人に付与された権利ではなく）民主主義のプロセスの下，

議会の承認をもって決定されるものである。債務者佐世保市の支出は，

個別の行政法に適合し，かっ，議会の承認 を経ていることからも，適法

な支出であることを付言しておく。

(2) 具体的な権利侵害事実もない

また，債権者らの主張する①（生命・身体の安全），③（a)（生命・身体

の不安におびえず平穏に生きる権利），③（b)（人間の尊厳を維持して生き

る権利）についても，仮にこれらの権利が抽象的に民事上の法的保護を

受け得る権利であるとの前提にたっても，本件では，具体的な侵害事実

は令．く認められない。
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すなわち，①（生命・身体の安全），③（a)（生命・身体の不安におびえ

ず平穏に生きる権利）について，債権者らの主張するところは要旨，石

木ダム建設事業が進められることにより，本来あるべき治水対策が行わ

れず，生命・身体の安全を直接に侵害される蓋然性が高いというもので

ある。しかるに，「石木ダム建設事業が進められること Jにより，「本来

あるべき治水対策が行われ」ないという因果関係自体が成立しない。ま

してや生命・身体の安全を直接に侵害される蓋然性が高いともおよそ認

められない。

さらに，③（b) （人間の尊厳を維持して生きる権利。いわゆる人格権に

基づく差止請求という主張と思われる）についても，まず，（ア）県道等

付替道路工事については，既に用地取得が完了した範囲において行われ

るものであり，工事対象地に住居のほか，生活用通路，営農地等，周辺

住民が立ち入る施設及び土地は存在せず，債務者らの具体的権利が侵害

されるとはいえないことは自明であろう。

また（イ）石木ダム建設事業における用地取得に関しでも，任意交渉

によるもののほかは，土地収用法等関係法令に基づき，適正な手続に沿

って進められているものであって，仮に収用となった場合も，移転先の

斡旋，近傍地への集団移転，生活再建の支援，地域コミュニティの維持

のための助成，起業地周辺の地域振興，環境保全対策等の地域住民の生

活環境の維持及び向上に最大限の対応が予定されているところである。

すなわち，「本件起業地に存する本件不動産につき所有権，共有権，賃借

権等を有する被控訴人らは，本件事業によりその権利を喪失することに

なるが，・・・これら権利を収用される被控訴人らは，その損失に対し，

法に基づく補償を受けることができ，このような権利自体の喪失に関し

ては，その他に特別の損害を受けるものではない」（東京高判平成 18年
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2月 2 3日（圏央道あきる野 IC事業認定・収用裁決取消請求事件）・判

時 19 5 0号 27頁）のである。

人格権侵害というだけの違法性は見出しがたい。

4 保全の必要性の不存在

債権者らは，県道等付替道路工事及び石木ダム建設事業の工事続行禁止

を求めている。しかしながら，本件では被保全権利の存在自体やその具体

的な侵害事実はないと言わざるを得ないことは，前記 3で述べたとおりで

ある。そして，保全の必要性の判断も，被保全権利の疎明の程度に左右さ

れることからして，そもそも本件で保全の必要性は認め難いところである

が，以下，債権者らが続行禁止を求めている個別の工事について，保全の

必要性がないことを補足する。

(1) 県道等付替道路工事に関して

まず，県道等付替道路工事については，石木ダムの建設予定地内に存

する県道嬉野川棚線をダム湖に沿って付替える工事及びこれに付随する

工事であるところ，これら工事は全て用地取得が完了している範囲内に

おいて行うものであり，工事対象地内に債権者らの住居が存在するわけ

でもない。さらにいえば，上記工事目録記載 1の工事を除いた工事，す

なわち同目録記載 2以下の工事については，全く未着手なのである。

すなわち，県道等付替道路工事の実施に関して，（債権者らの主張する

榊保全権禾｜｜の存＃房前揮》しでも）被保全権禾IJルの結1f.イ寸きボ恥るをけ

到底いえず，保全の必要性があるとはいえない。

債権者らの主張は，要するところ，石木ダム建設事業の本体工事を止

めるための千殴として，県道等f寸昔道路工事の禁止を求めているに過ぎ

ない。
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(2) 石木ダム建設事業に関して

また，石木ダム建設事業工事についても，事業認定の告示はなされて

いるものの，工事対象地内には，用地取得を完了していない一部の債権

者らの所有地及び住居が残存しているため，現時点においては工事未着

手である（任意の用地取得が叶わない場合に工事の着手に至るには，法

制度上は，土地収用法に基づき収用委員会の裁決手続を経て，それでも

現実の明渡しがない場合には，行政代執行法に定められた代執行手続に

よらざるをf尋ないこととなる）。

すなわち，用地取得の前に工事を実施することはあり得ず，任意によ

る用地取得，または上記の土地収用法に基づく用地取得の後に工事に着

手するもので，石木ダム建設事業に関しても，保全の必要性は存しない

ものと言わざるを得ない。

さらに言えば，そもそも石木ダム建設事業に関しては，前述のとおり，

債権者らは，事業認定処分取消請求事件，及び，執行停止申立を行って

おり，これらに重ねて本件仮処分命令申立を行う必要は存在しない。

第 4 石木ダム建設事業の必要性

以上のとおり，債権者らの主張に理由はなく，本件申立は速やかに却下

されるべきである。

もっとも，以下，債務者佐世保市においては，利水の観点から石木ダム

建設事業が，必要性も高く，合理的なものであることについて念のため言

及しておく。

1 石木ダム建設事業の経緯等

債務者佐世保市は，慢性的な水源不足を解消し水道の安定供給を図るこ

とを目的に，債務者長崎県が計画を進めていた石木ダム建設事業に昭和 5
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0年に事業参画し，事業の実施については同年に締結した基本協定書によ

り債務者長崎県に委託し，債務者長崎県に対して相応の費用負担を行って

いる。また，土地収用法に基づく手続に関しては平成 21年に，債務者長

崎県に全権委任を行っている。

(1) 関係省庁の認可等

なお，債務者佐世保市の利水事業については，①水道法に基づく厚生

労働省の認可に基づき実施しているところである。水道法では，渇水の

ときにでも不断に水道を供給するための水道施設整備が求められている

が，これに必要な水道施設が不足していることから，過去において幾度

も水道の供給を制限する等の渇水に陥っており 石木ダム建設によって

日量 4万nfの新規水源を確保することで，これを解消することとしてい

る（詳細については後述）。

その他，石木ダム建設事業に関しては，②水利権については，河川法

に基づく河川管理者（長崎県）の許可も受けている。

(2) 5 4世帯の居住者の移転補償契約

債務者佐世保市が石木ダム建設事業に参画した昭和 50年時点では，

石木ダムの完成年度を昭和 54年としていたが 石木ダム建設予定地内

の居住者 67世帯全体の同意が得られず，工期の延長を繰り返し，その

間，事業への理解を求める説明会，任意による用地交渉を進め，現在ま

で に ；］ 4世帯の居住者が移転補償契約を締結済である。

(3) 事業認定に至る経緯

残る 13世帯は，説明会や用地交渉への出席を拒むなど伝意による解

決困難な状況であったことから，平成 2 8年を石木ダムの完成年度とし

た計画で，速やかに長崎県収用委員会の公正な裁決が得られるように

平成 21年に土地収用法に基づく事業認定申請を行い，平成 25年 9月
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に，事業認定庁から事業認定が告示された。

(4) 債務者佐世保市による説明経緯等

なお，債権者らは，債務者佐世保市が債権者らの求めに対して説明を

拒んできたかのように予断を抱かせる主張をし-cいるが，以下のとおり，

債務者佐世保市は，上記告示後，その都度，適切に説明に務め，ダム建

設事業推進に対する理解を求めてきた。

すなわち，平成 26年 2月に，債権者らから公開質問状（甲 A1 1) 

が送付され，債務者佐世保市の佐世保市水道事業及び下水道事業管理者

（以下「管理者」という）は， 1 3世帯の居住者への理解を求めるため

に，主書による問答（甲 A1 ヌ）を行い ま介 債権者らの求めに応 r:

て，佐世保市水道局本庁舎において，管理者）ほか数名の職員で，説明

対応の場を設けた。

なお，債権者らは，この対応において市長が出席しなかった旨を主張

しているが，事前に債権者らが指定する連絡窓口に対して，管理者が対

応する旨の説明をした上で対応したものである。このことは，以降 3回

目の対応まで同様である。

平成 26年 3月に 2回目の公開質問状（甲 A1 3）が送付されたた

め，同様に文書回答（甲 A1 4）のうえ説明対応の場を設けたロしかし，

説明対応の場では，債務者佐世保市の説明は遮られ 法や基準等に関す

る説明も拒否され，また，債権者らからは，石木ダム建設事業の白紙撤

回を求める抗議文が提出された。

なお，債権者らは，個別の質問・数値一つ一つに回答しなかった旨を

主張しているが，債務者佐世保市は，個別の数値が適正であるか否かを

評価するためには，その法や基準の枠組みの理解が必要であることから，

回答文書にその意図と説明を記載している。
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平成 2 6年 4月に， 3回目の公開質問状（甲 A1 6）が提出されたた

め，同じく文書回答のうえ説明対応の場を設けたが，同様に法や基準等

の枠組みの説明を拒否された。

平成 26年 6月に， 4回目の公開質問状が送付され，佐世保市長が川

棚町川原郷の公民館に赴き説明することを求められたのに対し，平成 2

6年 7月 11日に長崎県知事及び）1 I棚町長とともに佐世保市長が出席し，

直接，債権者らに対して説明を行うなどした。

このように，債権者らは，ダム建設反対を前提に，かかる説明を受け

入れなかった。

(5) 県道等付替道路工事

他方，県道等付替道路工事は，当初，平成 21年 3月に工事に着手し

たが，債権者らによる通行妨害や工事業者を用地内に閉じ込める等の妨

害行為を長期間にわたり行われたために，平成 22年 7月に中止された。

その後，平成 26年 7月に再度着手したが，同様に債権者らによる工事

の妨害行為が行われたため，一時工事を中断し，債務者長崎県が平成 2

6年 8月 7日に御庁に対し，上記妨害行為を排除するため，通行妨害禁

止仮処分申立を行った（御庁平成 26年（ヨ）第 22号）。

同申立については，平成 2 7年 3月 24日，通行妨害禁止の仮処分決

定がなされたため，工事は再開されたが，現在に至るまで，上記仮処分

決定にもかかわらず，通行妨害等の妨害行為が継続されている状況にあ

る。

2 債務者佐世保市利水事業について

前述したように，本件申立と直接関係するものではないが，債権者らの

主張に対し，以下に債務者佐世保市の見解を示す。
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(1) はじめに

ア 水道法に基づく責務

水道法は，憲法 25条の生存権の補償を成す法体系のー療で，水道法

1条で「清浄にして豊富低廉な水の供給を図り，もって公衆衛生の向上

と生活環境の改善とに寄与することを目的とする J，同 2条で「水道が国

民の日常生活に直結し，をの健康を守るために欠くことのできないもの

であり，かつ，水が貴重な資源であることにかんがみ，（略）水の適正か

っ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならない。 Jとされてい

る。

水道怯逐条解説（日本水道 協 会 発 仔 ） に よ る と ， i生 1朱にやいては 「 水

道が，国民の健康で文化的な最低限度の生活水準を維持し，さらにこれ

を向上させるために不可欠であることを端的に表明したものである。国

民が日常生活を営む上で，水道はナショナルミニマムであるとされ，安

定供給が水道の最大の使命とされる所以である。本法に定める聞及び地

方公共団体の責務は，本条に由来し，その実現を図るための具体的な規

定である。」と示されている。

安定供給に関し，法 15条 2項で「水道事業者は，当該水道により給

水を受ける者に対し，常時水を供給しなければならない。」とされ，同逐

条解説では「常時給水とは，需要者の欲するところにより常時水を供給

することをいう。これは，電気，ガスと同じく，水が日常生活に必要不

可欠であり，不断に提供される必要があるからである。」と示されている。

水道の安定供給を図るためには，これを可能とする水道施設の整備が

必要であり，法 5条において「貯水施設は，渇水時においても必要量の

原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること」とされ，

同逐条解説では「渇水時（計画上で想定されたものをいう。一般には 1
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0年に一回程度の頻度で生じ得るものが想定されることが多い。）におい

ても，計画給水量に対応した必要量の原水を供給するのに必要な貯水能

力を有するものでなければならなしリと示されている。

イ 佐世保市の状況

このような中，債務者佐世保市は，計画給水量（将来想定される給水

量）はおろか，現在の給水量に対しでも，確保している水源が不足して

いることから，過去において幾度も給水制限（水道の供給を時間帯で停

止したり，水道供給の圧力を下げて水の出を鈍くするなどの制限をかけ

ること）を実施しており，債務者佐世保市が石木ダム建設事業に参画し

た昭和 50年以降でも， 4回（昭和 53年，平成 6～ 7年，平成 17年，

平成 19年）の給水制限の実施を余儀なくされている。また，給水制限

に至らないまでも，節水を求める広報の実施や大口需要者に水道使用の

抑制を求める等の何らかの渇水対策を実施した年を含めれば，ほぽ 2年

に一度の頻度で渇水の危機にさらされている状況にある。

債務者佐世保市では，現在の水源不足に加え，将来の計画給水量に対

応し，水道の安定供給を確保するために，石木ダム建設により日量 4万

mの新規水源の確保を進めているものである。

石木ダムによる開発水量の決定に当たっては，水道法の規定に則り，

将来にわたって，渇水のときにでも水道を不断に給水し得る水源施設の

整備とする必要があることから，これに必要な水源の能力規模を算定す

るために，将来予測を行い，水需給計画を策定し，厚生労働省の認可を

経て決定しているものである。

(2) 水需要予測

ア 水需要予測とは

水需要予測とは，水道施設の設計に際し，将来の安定供給の確保のた
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めに必要となる施設の能力規模を算定することを目的として行うもので，

将来の目標年度を定め，将来の水需要の動向，都市開発や地域経済の動

向，地下水利用者の水道への転換，事故や災害等のリスク管理等を見込

むほか，市政策や各種計画との整合，既存の水道施設の老朽化の状況や

更新・改修計画を見据えて行うものである。

水道は不断に供給する義務があることから，水道水源開発は上記を踏

まえて常に先行的に行い，確保している水源に対して給水量が上回るこ

とが無いように努める必要がある。また，その水道施設の能力規模は，

一日最大何niの水道を供給する必要があるかに基づき能力規模を決定す

る必要があり，計画一日最大給水量（将来想定される年間で最も使用水

量が多い口の水星）に刻ー応する必要がある。

水需要予測の実施に当たっては，具体的な手法や手順を定めた水道施

設設計指針（日本水道協会発行）に従い行う。

債務者佐世保市では，平成 24年度に平成 36年度を目標年度とした

水需要予測を実施しており，目標年度において安定供給の確保のために

は日量約 11万 7千ぱの水源施設が必要であるのに対し，現有水源が日

量 7万 7千ばであることから，不足する日量 4万niを石木ダムによる新

規開発することとしている。

イ 生活用水の予測

生活用水の予測は，将来の安定供給確保のための施設能力の算定に際

して，一般家庭で使用される生活用の水需要の動向について将来予測を

行ったものである。

生活用水は，給水人口に市民一人当たり生活用水使用水量原単位（以

下，「原単位J という。）を乗じることで算定するため，給水人口と原単

位をそれぞれ将来予測している。
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給水人口については，国勢調査結果に基づいた実績を用いて，佐世保

市総合計画と同じ推計手法によって予測しており，少子高齢化によって，

今後は過去実績以上に減少傾向となっていくものと予測している。

原単位については，債務者佐世保市の原単位の過去実績が，何らかの

渇水対策を講じた年度はそのほとんどが前年度よりも減少し，渇水とな

らなかった年度は前年度よりも増加しており，その水量は全国の債務者

佐世保市と人口規模が類似する他都市と比較して最も少なく，類似都市

ω平均値と比し1 もり υι 以よ少ない水準いめ Q ..：：ーとか b，巾氏 (j｝；水使用

は渇水による制約を受けているものと判断している。

新規水源確保は，渇水のときでも不断に水を供給することを目的とし

ており，その施設能力規模の算定のために水需要予測を実施するもので

あるから，原単位の将来予測においても，将来的に渇水を繰り返すこと

を前提とした予測を行うことは不適切である。

従って，原単位の将来予測に当たっては，過去実績のうち，給水制限

の影響を受けた実績を除外して予測をおこなったものである。

ワ 工場用水の予測

工場用水の予測は，都市ごとに様々な態様があることから，それぞれ

の都市特性に応じた予測を行う必要がある。

債務者佐世保市の工場用水は，大口需要者は造船企業に限られるのに

対し，小口需要者は金属加工業や食品製造業等に業種の偏りが無い。

小口需要の予測に当たっては，過去実績に時系列的な傾向が確認され

ず，また，業種の幅が広いため特定の指標値に基づいた予測ができなか

ったことから，水道施設設計指針（以下「設計指針」という。）に従い s

数的根拠を過去実績値に求めた。設計指針では，「過去の水需要の変動か

ら一定の傾向を見出すことが難しい場合（略），過査の水需要の平均値や
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最大値等を用いることもある。」と示されている。債務者佐世保市では，

当時（平成 24年度）圏内経済が回復基調にあると報じられていたもの

VJ，必要最小限度ω水源開発とり観点から，油大実績山平均値を持米ν；J

計画値として採用している。

大口需要の予測に当たっては，造船企業に限られることから，その特

性に応じた予測を行うため，当該造船企業に対して実態調査及び意向確

認を行った。その結果，当該造船企業は，従来の新造船事業中心の経営

から修繕船事業中心の経営に転換することを予定しており，修繕船事業

では，修繕作業の工程当初に大量の水道を使用し これが複数のドック

で同時に使用されるケースが想定されることが分かったため，このよう

な特殊な水使用形態を，：て｝く需要予測の目的である施設の能カ規模に反映

させたものである。

エ 業務・営業用水の予測

業務・営業用水は，事務所・店舗・学校・官公箸等の水使用で，工場

用水と同じく，都市の特性に応じた予測を行うものである。

債務者佐世保市の業務・営業用水は，大口需要者は基地関係に限られ，

小口需要は観光関連企業の水使用が最も多い。

大口需要の予測に当たっては，防衛省に対して文書による意向確認を

行い，この結果に基づき，数的根拠を過去実績の最大値に求めている。

小口需要は，観光客数と使用水量の実績に相関関係が確認されたこと

から，佐世保市総合計画の観光客数の将来値を用いて予測を行っている。

オ 新規需要等

前述の各用途の予測に加え，当時計画決定していた水使用を伴う各計

蘭（給食センター，新規工業団地）を新規需要としてそれぞれ見込み，

また，設計指針に従い，地下水から水道への転換を想定した水量を見込
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んでいる。

カ 能力規模の算定

予測された水需要を基に，水道管からの漏水量，水道管の工事で用い

る作業用水，水道メーターの不感水量等を見込み，過去実績の水使用の

変動幅に基づき計画一日最大給水量を算定し，これに浄水過程における

損失水量や事故・災害における安全を見込んだ水量を考慮、し，水源施設

の能力規模となる軒面取水量を算定している。

キ 小括

債権者らは，債務者佐世保市の水需要予測が，根拠が無く懇意的なも

のシ宇帯しでいろが．前神の J，おり，いずれも水道快活 Tド静言＋指併に基

づき，実態調査等の上で実施したものである。

また，水需要予測の予測値とその後の実績値を比較した主張をしてい

るが，前記アで示した通り，水需要予測は，安定供給の確保の観点で，

長期的な展望に立ち，常に先行的に実施するものであり，その予測は，

単に水需要の動向のみならず，都市開発の動向やリスク管理等を含めて

行うものである。従って，短期的な水需要の実績のみをもって判断する

のは不当である。

なお，債権者らは，債務者佐世保市が平成 19年度に実施した水需要

予測（以下「 H 1 9水需要予測」）についての主張をしているが，債務者

仕 l且保市のA需要予測は平成 2 4年度に改めており，現在の有本グ、ムに

よる新規水源確保の計画はH 1 9水需要予測に基づいたものではない。

(3) 保有水源（安定水源・不安定水源）

水道は不断に供給することが求められることから，これに用いる水道

水源も，確実に取水できることが求められている。水道事業の認可申請

について定めた水道法 7条に基づく水道法施行規則 1条の 2では「取水
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が確実かどうかの事情を明らかにする書類」を示すことが求められてお

り，認可の基準を定めた法 8条に基づく水道法施行規則 6条では「取水

にあたって河川法第二十三条の規定に基づく流水の占用の許可を必要と

する場合にあっては，当該許可を受けているか，文は許可を受けること

が確実であると見込まれること。 j とされている。

債務者佐世保市では，この水道法の認可の条件を満たしている水源を

「安定水源j，これ以外の確実な取水が望めない水源を「不安定水源j と

位置付けているものである D

確保している安定水源のみでは給水量に対して不足していることから，

不安定水源からの取水でこれを補っているが，取水の不確実さから，過

去において幾度も渇水に陥っているものである。

従って，石木ダム建設によって安定水源を確保し，不安定水源への依

存を解消することとしている。

(4) 事業を早期に実施する必要性

債務者佐世保市では，安定水源確保の方策について，石木ダム建設以

外のダムの建設，地下水利用，海水淡水化施設等のあらゆる方策につい

ても調査・検討を行ったが，石木ダム以外に有効な方策がなく，海水に

見舞われた場合には，給水制限等の実施を余儀なくされるものである。

ひとたび渇水に見舞われた場合には，市民生活に不安を与えるばかり

でなく，緊急文接点の確保守給ぶ制限の実施等の臨時的な対策に多額 の

経費を必要とし，水道事業経営を圧迫し，ひいては水道料金の値上げに

繋がるおそれのあるものである。

平成 6年から平成 7年にかけての渇水では，給水制限期間が約 9ヶ月，

最大で連続 43時間断水（二日間で 5時間しか給水しない給水制限）に

及び＼他都市からの緊急支援水の陸上・海上輸送などの渇水対策経費に
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約 50億円を投じることとなり，のちの水道料金の大幅改定（ 2 0 %値

上げ）の要因ともなった。

近年の異常気象の進行によって，年間降水量は減少傾向を辿っており，

渇水のリスクは高まってきているものと考えられ，早急に安定水源を確

保する必要がある。

また，債務者佐世保市の既存のダム及び取水施設の多くは，旧海軍が

建設したものを引き継いだものであり，そのほとんどが法定耐用年数を

大きく超過しており，老朽化が進行している。

これら老朽化施設の更新・改修を行うためには，当該取水の長期間の

運用停止を伴うため y 水源不足の現状で実施する場合には，更に渇水リ

スクを高めることとなる。

従って，このような老朽化施設の対策を実施するためにも，早期に安

定水源を確保し，渇水リスクの低減を図る必要がある。

第 5 結語

上記のとおり，本件仮処分命令申立は，行訴法 44条との関係で不適法

であり，被保全権利の存在ないしその侵害は認められず，かつ，保全の必

要性も存在しない。

本件申立ては速やかに却下されるべきである。

以上
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